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令和５年度 事 業 計 画

自 令和５年 ４月 １日

至 令和６年 ３月３１日





重点取組１ 身近な地域での住民のつながり・支えあい活動の推進

１－１ 身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業の推進 《重点》

（１）身近な地域のつながり・支えあい活動の推進

   【地域福祉課・施設管理課・企画課・施設福祉課】 

（共同募金・市委託料）７，３９４千円［７，６３６千円］ 

   

ＳＤＧｓへの対応について
国連の提唱する持続可能な開発目標であるＳＤＧｓについて、その内容が横浜市社協の

目指す方向性とも重なること、また、社会課題の解決へ向け、ＳＤＧｓを共通項に企業等

との連携の拡充も期待できることから、事業計画・報告等に該当する目標（アイコン）を

記載し、対外的に組織としてのＳＤＧｓ推進を表明します。

 

 
 
 
 
 

 

本 書 の 見 方

事業計画の柱 
（長期ビジョンの 
重点取組項目） 

【担当部署名】（財源）５年度予算額［前年度予算額］ 
 

中期計画書に 
掲載されている事業に表示 

事業名 

長期目標及び中期計画書に 
掲載されている事業 

（※１－６、１－７、４－４、５－12
を除く） 
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・市内の取組状況の把握及び第１層生活支援コーディネーターへの総合的支援（第１層生活支

援コーディネーター連絡会の開催や多様な主体との連携・協働支援等） 

・第１層及び第２層生活支援コーディネーター間の連携に係る調整 

・データベース等の活用による地域の取組及び生活支援コーディネーターの取組の見える化 

 

１－２ 地域の支えあい活動のための担い手育成《重点》 
（１）地域の支えあい活動のための担い手育成   
【地域福祉課・施設管理課・施設福祉課】（市補助金・委託料）８，２２６千円［８，４２１千円］ 

  自治会・町内会単位等身近な地域で地域住民による日常の見守り・支えあいが行われ、支援を必要 

 とする人の困りごとが地域住民から民生委員や地区社協等の地域組織、地域ケアプラザ等に寄せられ 

るよう仕組みづくりを行うとともに、そこに関わる地域住民等の意識啓発や育成に取り組みます。 

  また、地域ケアプラザや区社協等地域支援に関わる専門職の人材育成に取り組みます。 

 

ア 様々な活動事例の収集、検討、整理 

イ 地域ケアプラザ職員連絡会、職員研修を通じた育成（新人育成、実践力の強化、職種間連携の 

強化） 

ウ コーディネーター共通研修・新任所長研修の実施 

エ 地域ケアプラザ人材育成における市社協の役割検討の実施 

 

１－３ 地区社協支援の強化《重点》 
（１）地区社協活動の支援 

【地域福祉課】（市補助金・共同募金）１３，３９２千円［１４，１３２千円］ 

  地区社協の目的である「一人ひとりの困りごとを解決できる地域づくり」を目指して、地区社協が 

多くの福祉保健関係者の参加のもとに、地域の情報を適切に集約・共有し、地域の住民活動支援を行 

えるよう、区社協と共に支援を行います。 

 

ア 地区社協活動費の交付 

地区社協に対して、活動費を交付します。 

イ 地区社協状況書の作成  

地区社協の活動状況を集約した「地区社協状況書」を活用してデータの分析を行いうと共に、

各地区の取組を共有し地区社協の運営や支援に活用します。 

ウ  地区社協検討会の開催 
地区社協の活動状況や課題を共有することで相互の活動を高め合うとともに、より活動しや 

    すい環境づくりにつなげることを目的として実施します。 

エ  地区社協全体会(市域)の開催と区域で開催する研修会の支援  
（ア）地区社協全体会(市域) 

       講義や実践事例の発表を通して地区社協が協議会としての強みを発揮し、地域福祉を推 

進することを目的に実施します。 

（イ）区域で開催する研修会の支援 
区域の開催状況の把握や、研修講師の情報提供等を行います。 

オ 地区社協担当者会議の開催（年２回） 
各区の地区社協支援の情報共有を図り、地区社協支援について検討を行います。 

 

１－４ 区地域福祉保健計画(地区別計画)の推進 
（１） 区地域福祉保健計画（地区別計画）の推進             【地域福祉課】 

第４期区地域福祉保健計画の推進に向けて、区社協職員が区計画事務局として必要なスキルを身に 

つけ、地区別計画支援チームでリーダーシップを発揮できるよう、研修や担当者会議の開催等を通じ 

支援します。また、各区計画や地区別計画の進捗状況の把握に努め、地区社協が機能を発揮し、地区 

別計画の主体として地域課題の解決に取り組めるよう、継続して支援します。 
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重点取組２ 地域における権利擁護の推進 

２－１ 権利擁護事業の推進《重点》 
（１）権利擁護事業 

【あんしんセンター】（市補助金）２８２，００１千円［２８０，９３９千円] 

高齢者や障害者の財産や権利を守り、安心して日常生活が送れるよう、相談の受付や契約による

サービスの提供等を行います。 

ア 権利擁護に関する相談対応・契約者数

Ｒ２実績 Ｒ３実績 Ｒ４見込 Ｒ５見込 

初回相談対応件数 （件） 1,510 2,003 2,150 2,150 

うち、弁護士による専門相談※ 21 39 48 48 

権利擁護事業契約者数（人） 1,149 1,128 1,150 1,160 

新規契約者数 （人） 228 213 250 － 

終了者数 （人） 226 234 228 － 

うち、成年後見制度移行数（人） 45 38 53 － 

※弁護士による専門相談：神奈川県弁護士会からの派遣弁護士による無料相談を毎週木曜日に実施。

イ 区社協あんしんセンター支援

権利擁護事業のサービスを提供する各区社協あんしんセンターへの支援として、業務の標準

化やオンラインの活用、およびシステム改修等による効率化への取組、全市的な共通課題の調

査や解決を行う権利擁護事業推進検討会、権利擁護事業実施状況調査等を実施します。

また、権利擁護から適切に成年後見制度に移行できるよう管理職、専門員、生活支援員に対

してスキル向上をねらいとした各種研修を実施します。専門員に向けては、各区の状況に応じ

た勉強会の実施等、より実践的なフォローアップを行います。

【区社協あんしんセンターの事業内容】

（ア） 権利擁護に関する相談受付

（イ） 契約によるサービス提供

・福祉サービス利用援助、定期訪問・金銭管理サービス

・預金通帳等財産関係書類等預かりサービス

（ウ） 区域における広報啓発、区成年後見サポートネット及び区市民後見サポートネット等

関係機関との連携・調整

ウ 業務監督審査会等の実施

権利擁護事業、法人後見事業に関する監督・指導・助言を行う業務監督審査会を毎月実施し

ます。また、増加するニーズへ迅速に対応するため、契約案件審査（書面審査・オンライン対

応の事前審査会）を実施します。

２－２ 法人後見事業の推進《重点》 
（１）法人後見事業 

【あんしんセンター】（利用料収入等）１５，１３５千円［１２，５３９千円] 

身上保護ニーズが高く他機関の受任が困難な案件のうち、地域福祉の推進役である法人として、

ふさわしい案件の受任を進めます。また、任意後見制度の利用促進につなげる検討を行います。 

 （単位：件） 

Ｒ２実績 Ｒ３実績 Ｒ４見込 Ｒ５見込 

受任件数 40 40 41 42 

新規受任件数 4 6 6 － 

終了件数 6 6 5 － 
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（ウ） 親族後見人を対象とした専門職による個別相談会の開催

キ 法人後見支援

（ア） ＮＰＯ法人等の連絡会「よこはま法人後見連絡会」の開催

法人後見実施団体間の情報交換や課題共有を目的として連絡会を開催します。また、連 

絡会で作成した市内法人後見実施団体紹介パンフレットを活用し、法人後見の普及啓発に 

取り組みます。 

（イ） 障害者への成年後見人等の担い手育成

障害当事者やその家族が安心して成年後見制度を利用できるように、障害に理解のある 

ＮＰＯ法人等の立ち上げや、人材育成等の活動支援を行います。 

ク 横浜家庭裁判所・専門職団体等との連携

横浜家庭裁判所・専門職団体等と日常的な連携を図るとともに、定期的な意見交換会を開催

します。特に、中核機関で受けた成年後見人等に関する苦情相談について、専門職団体や横浜

家庭裁判所につなげる仕組みに基づき、連携を進めます。

（２）市民後見人養成・活動支援の推進 

成年後見制度を市民参画により推進するため、市民後見人を養成するとともに受任した市民後見

人の活動支援を、区社協あんしんセンター等と連携して行います。 

Ｒ２実績 Ｒ３実績 Ｒ４見込 Ｒ５見込 

市民後見人養成課程修了者数※1（人） 118 149 180 180 

市民後見人バンク登録者数   （人） 66 60 82 112 

市民後見人受任件数(累計)    （件） 80 85 93 102 

新規受任件数     （件）  13 5  8 － 

終了件数 （件） 5 12 10 － 

※ 市民後見人養成課程は、おおよそ２か年に一度実施。平成24～25年度（第１期）、平成26～27年度（第２期）、

平成28年度（第３期）、平成30年度（第４期）、令和３年度（第５期）、令和４年度（第６期）。

ア 市民後見推進委員会の実施（年４回）

市民後見人養成及び活動支援推進のために、成年後見人等受任を業務とする専門職団体、学識 

経験者等で構成する市民後見推進委員会を実施します。 

イ 市民後見人受任者支援

申立前後の事務や関係者カンファレンスに向けた支援、定期面談を実施するほか、随時、 

後見業務に関する相談に対応します。また、受任者同士の情報交換や課題等の共有及び解決 

を目的として受任者連絡会を実施します。 

ウ 受任促進に向けた取組

相談支援機関からの受任や専門職後見人等からの移行を進めるため、関係機関への理解促進

を図る広報・啓発の取組を進めます。また、候補者として市民後見人が選定された後の速やかな

推薦を進めます。

エ 横浜市市民後見人バンク登録者支援

オンラインを活用した定期面談や全体研修会（年２回）、登録者専用ホームページの活用によ

る情報提供、ブロック勉強会の運営支援とともに、区社協あんしんセンターと連携し、区市民後

見サポートネットの運営を支援します。

また、未受任者対象研修として受任準備活動（市社協法人後見受任案件の被後見人支援活動に 

参加）を継続実施します。 

オ 広報・啓発

市民後見人活動の理解促進のため、市民後見シンポジウムの開催や、市民や関係機関・団体に

向けたＰＲ動画の作成、インターネット(ホームページ等)やパンフレットの活用による周知等広

報・啓発を進めます。

カ 第７期横浜市市民後見人養成課程の検討

市民後見人バンク登録者の増加をねらいに、第７期養成課程の実施を検討します。
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エ グループホーム支援

  事業者が運営委員会を設置し、支援を必要とするグループホームへ本会職員を派遣し、労務、

会計、事務等の運営支援を行います。 

 また、グループホームの日常生活の中で緊急事態が生じ、平常の生活を維持することが困難

となった場合に、グループホームの援助者（応援職員）にかかる人件費の一部を補助し、入居

者の安全確保と生活の向上を図ります。 

オ 施設賠償責任保険

地域活動支援センター事業障害者作業所型等で、利用者又は第三者の死傷事故や器物損壊事

故等が生じた場合の損害賠償を補償するため、賠償責任保険に加入し、運営の安定化を図りま

す。

カ 助成団体監査

助成対象団体に対するコンプライアンス推進支援を目的に、地域活動支援センター事業障害

者作業所型等を対象に外部専門職（税理士・社会保険労務士）を加えた監査を実施します。

また、確認監査（フォロー調査）を実施することで、定例監査後のフォローも行います。 

  （単位：実施箇所数） 

Ｒ２実績 Ｒ３実績 Ｒ４見込 Ｒ５見込 

地域活動支援センター事業 

障害者作業所型等監査 
57 56 70 80 

確認監査（フォロー調査） 6 10 15 20 

地域訓練会監査 20 12 15 20 

障害児者家庭援護事業監査 ‐ 5 7 5 

※Ｒ５年度の障害者作業所型等監査の実施対象事業所数は、知的・身体作業所型44か所、精神作業所型24

か所、活動ホーム10か所、GH２か所

※Ｒ２年度、Ｒ３年度の作業所型等監査は、感染症拡大予防のため一部中止。また、地域訓練会監査と障害

児者家庭援護事業監査は、感染症拡大予防のため書面監査にて実施。

キ 福祉団体活動支援

障害児者団体が実施する活動に対し、事業費の一部を助成します。 

ク 療育検診活動事業

神奈川県筋ジストロフィー協会横浜支部に委託し、相談会を実施します。 

（２）障害者人権擁護事業 
【支援センター】（市補助金）２，９５０千円［２，９５０千円］ 

障害児者の人権擁護の観点から、各種支援に本人の意向が反映されているかどうかを点検し、支援

の質の向上を図るため、地域活動支援センター作業所型、地域活動ホーム、グループホームに対し、

モニター活動等を実施します。 

ア 人権擁護委員会

人権擁護委員会等を開催し、人権についての検討を実施します。 

イ モニター活動

第三者（モニター委員）がグループホーム30箇所を含めた50箇所の事業所を訪問し、 

支援の質等を点検します。また、各事業者に「モニターリスト」を活用して自己点検を行っ 

ていただく等、事業の趣旨を広げていく取組を進めます。 

ウ 相談活動

 障害者の人権を擁護するために弁護士等による専門相談を随時行います。 

（３）在宅障害児者家庭援護事業 
【支援センター】（市補助金）２，６３４千円［２，６３４千円］ 

障害児者のいる家庭の養育や日常の介助を支援する家庭奉仕員を派遣する障害児者団体に対し、必

要な経費を助成することにより、各家庭の抱える精神的・身体的負担を軽減します。 
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い、その結果を実施研修や啓発、相談対応へ反映します。 

（２）よこはま福祉・保健カレッジ事業                【ウィリング】 
福祉保健活動従事者の育成及び市民啓発を推進するため、福祉保健に関する研修を実施している市

内の大学・専門学校、職能団体等が参画しネットワーク化することにより、横浜市における福祉保健

サービスの質の向上を図ります。 

Ｒ２実績 Ｒ３実績 Ｒ４見込 Ｒ５見込 

カレッジ認定講座数（講座） 107 171 180 180 

カレッジ参画機関数（機関） 21 21 20 20 

ア 講座の開催

（ア） よこはま福祉・保健カレッジ連携講座の実施

ウィリング横浜とカレッジ参画機関が共催して、カレッジ参画機関の専門性を生かし

たカレッジ連携講座を実施します。 

（イ） よこはま福祉・保健カレッジ認定講座

カレッジ参画機関が実施する講座のうち、福祉活動・保健活動等の推進に必要な人材の

育成及び確保に繋がる内容のものについては、よこはま福祉・保健カレッジ認定講座とし

て、ウィリング横浜の研修情報提供システム「よこはまの福祉保健研修情報サイト“ハマ・

キャリ・ネット”」に登録します。

イ カレッジ参画機関との連携

カレッジ参画機関の相互連携及び協力を進めるため、よこはま福祉・保健カレッジ連絡会 

議を開催します。 

（３）情報資料室運営事業 【ウィリング】 
福祉・保健関連分野の図書・資料等を広く収集し、貸出や館内閲覧等の形式で提供します。 

Ｒ２実績 Ｒ３実績 Ｒ４見込 Ｒ５見込 

閲覧者数 （人） 4,695 7,460 7,996 8,000 

新規登録者数（人） 124 262  253  250  

貸出冊数 （冊） 4,035 7,509 7,844 7,800 

新規受入数 （冊） 1,444 1,388 1,557 1,500 

ア 図書・資料等の収集・提供

福祉保健関連分野の図書・視聴覚資料等を収集・提供します。

福祉保健関係者への情報提供や学習等のため、研修のテーマに合わせた図書・資料や大学紀

要、福祉保健関連機関の報告書等を収集します。また、初めて福祉にかかわる方にも読みやすい

ため、貸出件数が増加している、福祉をテーマとした漫画も引き続き収集します。

より多くの方にご利用いただけるよう、蔵書の新着情報を、蔵書検索ページに掲載するほか、

メールマガジンやＬＩＮＥ 、ＹＣＡＮ（横浜市職員専用インターネット掲示板）で発信すると

ともに、テーマ別図書情報を主催研修等で配布する等、様々な媒体を用いて情報を発信します。

イ 企画展の開催

新規利用者を増やすため、ウィリング横浜主催事業等のテーマに関連した図書・資料や福 

祉保健関連の蔵書等を展示する企画展を実施します。 

（４）ウィリング横浜管理運営事業                  【ウィリング】 
福祉保健活動従事者や一般の利用者に対し、研修の実施や情報・交流の場を提供する拠点として、

施設の円滑な管理運営に努めるとともに利用者サービスの向上を目指します。 

引き続き、必要な感染症対策を講じるとともに、稼働率の向上にむけて、ホームページのさらなる

充実や各種広報紙への広告掲載など新規利用者の獲得に取り組みます。また、修繕・備品更新計画に

基づいた取組により、研修室内の壁紙の張替えや機器の更新等、施設利用の利便性の向上に努めます。 
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（２）ボランティアコーディネート事業 【市民活動支援課】 

ア ネットワークと情報を生かした総合相談支援

区ボランティアセンター等の区域の支援組織や広域で活動する団体と連携して、区域を超 

えたコーディネートを行います。 

イ ホームページやＳＮＳ等を活用したボランティアの情報提供

市域のボランティアセンターとして、ホームページやフェイスブック等のＳＮＳを活用し、 

幅広い年代層の住民に向けて、ボランティアに関する様々な情報提供を行います。 

また、プッシュ型の情報提供サービスとして「ボランティア情報配信サービス」を用いて、 

積極的にボランティア活動への参加を促すとともに、ＬＩＮＥ等を活用した新たな情報発信ツ

ールを検討します。 

ちらしや広報誌「福祉よこはま」などの紙媒体を活用した情報提供も継続して行います。 

ウ 視覚障害者への情報提供支援

視覚障害者の情報保障のため、個人からの音声訳、点訳、対面朗読、代筆依頼を受け、各 

種ボランティアグループのコーディネートを行います。また、視覚障害者総合情報ネットワ 

ーク「サピエ」を通じて、点字、デイジーデータ（視覚障害者等印刷物を読むことが困難な 

人々のためのデジタル録音図書）等の情報提供を行います。 

エ 大学ボランティアセンターとの連携強化

学生のボランティア活動への参加を促進するために、市内や近隣市でボランティアセンター

等がある大学と連携する方法として、ＷＥＢ上での情報共有の仕組みや、コーディネーター同

士の情報交換の場の設定に向け、引き続き検討します。 

オ 区社協ボランティアコーディネーターの育成

コーディネート業務に携わる職員を対象に、取り巻く環境や当事者への理解を深めるため、

研修や担当者会議等により資質の向上を図ります。 

（３）ボランティア団体の活動支援                 【市民活動支援課】 
ボランティア・市民活動に必要な活動資金となる民間助成金等の情報提供、活動場所の貸出、活動

時の保険加入の支援等、ボランティア・市民活動を支える事業を行います。 

ア 民間助成金情報の提供

民間の法人等が募集するボランティア・市民活動を対象とした助成金に関する情報を集約 

し、相談者や区社協等への情報提供を行います。様々な人が広く情報を入手できるよう、随 

時ホームページに情報掲載を行います。 

イ 活動場所の提供

ボランティアグループ・市民活動団体等を支援するため、ボランティアセンター諸室及び 

ロッカー・レターケースを貸し出します。 

また、視覚障害者支援活動のために使用する会場（点字製作室、録音室、テーププリント 

室）については引き続き利用団体による自主運営を行い、協働で運営管理します。  

ウ 精神保健福祉ボランティア活動の支援

市内の精神保健福祉ボランティアグループのネットワーク会議「精神保健福祉ボラネッ 

トよこはま」を通じて、ボランティア団体の活動を支援します。 

Ｒ２実績 Ｒ３実績 Ｒ４見込 Ｒ５見込 

ボランティア諸室登録団体 

(団体) 

ボランティア 
当事者 

37 
29 

ボランティア 
当事者 

45 
29 

ボランティア 
当事者 

48 
25 

ボランティア  48 
当事者  25 

ボランティア諸室利用実績(件) 1,780 2,095 2,187 2,190 
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重点取組４ 会員活動と地域福祉の推進 

４－１ 会員の拡充と連携による協議体としての機能強化 
【総務課・地域福祉課・市民活動支援課・施設福祉課・支援センター】 

（１）会員の拡充と連携による協議体としての機能強化  

各部会、連絡会議を開催し、会員相互の課題の共有・解決に向けた取組を進めます。 

 会員それぞれが抱えている課題や地域における課題を解決するために、本会の協議体としての強み

（会員の持つ専門性や会員相互の連携による課題解決力）を最大限に活用してもらえるよう、取組を

進めます。  
（単位：団体・施設） 

Ｒ２実績 Ｒ３実績 Ｒ４見込 Ｒ５見込 

正会員数 1,520 1,525 1,505 1,510 

ア 経営者連絡会議

社会福祉施設を運営する会員法人の代表者（理事長等）による会議として、新たな時代に対 

応した施設経営を行うための研修会や情報共有を行います。社会福祉事業連絡会議と協力し、 

感染症対策や福祉人材の確保・定着、地域における公益的な取組等について検討会を開催し、 

関連情報の提供とともに、会員法人のニーズに合わせた事業を実施します。 

イ 社会福祉事業連絡会議

社会福祉施設・事業所による種別毎の６部会（児童・保育・高齢・障害・生活医療・居宅事 

業者）の正副部会長の連絡会議として、経営者連絡会議と協力し、会員施設のニーズに沿った 

事業や市内の福祉課題等の共有、解決に向けた検討を種別を超え実施します。 

（ア） 児童福祉部会

社会的養護に関する情報共有、取組や分科会活動の充実を図ります。令和５年度は児童

家庭センターとの連携拡充や社会的養護と障害に関する課題について障害福祉部会・横浜

市と引き続き検討を進め、実施３年目となる退所時・退所後アフターケア支援金について

はより効果的な支援となるよう、検討を行います。 

（イ） 保育福祉部会

会議や研修等において Web を活用しながら研究活動の充実、キャリアアップ研修による

保育士の人材確保・育成事業等を行います。10月22日には「よこはま保育フォーラム2023」

を保育４団体協働で実施します。また、７月26～27 日に横浜市を会場に「第63回関東ブ

ロック保育研究大会」を開催します。 

（ウ） 高齢福祉部会

会議や研修等において Web を活用しながら研究活動を継続し、課題解決に向けた実態調

査等のプロジェクトを設置し、横浜市への提言等を行います。 

７月５日（水）にパシフィコ横浜で開催される「第21回かながわ高齢者福祉研究大会」

については、神奈川県内の各高齢施設団体と共同で実施します。 

（エ） 障害福祉部会

障害種別を超えた相互理解を進めるとともに、種別毎の活動である身体障害者施設意見

交換会の実施や横浜知的障害者関連施設協議会等と連携の充実を図ります。また、障害の

ある児童の社会的養護に関する課題については、引き続き児童福祉部会、横浜市とともに

検討を進めます。 

（オ） 生活医療福祉部会

生活支援施設と医療施設との連携の推進を図ります。また、職員向けの研修会の実施等

企画委員会を通じて活動を行います。 

（カ） 居宅事業者部会

部会活動のあり方等について検討を行います。 



－ 23 －



－ 24 －

（２）福祉人材確保への取組 
福祉人材の確保・定着は各部会共通の課題です。高齢福祉部会の「人材確保プロジェクト」や実行

委員として参画する「第21回かながわ高齢者福祉研究大会」、保育福祉部会の「よこはま保育フォー

ラム2023」、7月26日～27日に横浜で開催される「第63回関東ブロック保育研究大会」等の取組を通じ

て、人材確保・育成・定着等を図ります。 

４－４ その他施設・団体等の支援 
（１）民間社会福祉事業従事者年金共済事業 

【施設福祉課】（掛金／給付金）３，３１１，７７４千円／２，４７２，５７４千円 

［３，２８２，３９１千円／２，３４３，４７８千円］ 

 福祉施設等で働く職員の確保・定着に寄与する事業として、本会会員である法人から権限委任を受 

け、法人（共済契約者）と職員（加入者）が拠出する掛金を運用し、それを原資に退職金等の給付を 

行います。 

ア 適正な事業運営

掛金は「運用の基本方針」に基づき安全かつ有利な運用に努め、共済契約者、職員代表者 

及び学識経験者等で構成する運営委員会を四半期ごとに開催し、運用状況をチェックするとと

もに、その意見を踏まえて適切に事業を運営します。 

また、共済 News の毎月発行及び月数回のメール配信による情報提供、ホームページの充 

実など、必要な情報を随時提供するなど、情報発信力を強化し事業の見える化に取り組みます。 

イ 新システムの安定稼働

共済契約者及び加入者の利便性の向上及びペーパーレス化促進に向けて令和 3 年度に完成し

た新システムの電子申請の利用率を更に向上させ、安定的稼働に努めます。

Ｒ２実績 Ｒ３実績 Ｒ４見込 Ｒ５見込 

加入者数  （人） 20,292 20,490 21,450 21,385 

掛金収入  （千円） 3,183,820 3,285,344 3,282,390 3,311,774 

脱退給付金支給件数（件） 1,830 1,881 1,778 1,750 

脱退給付金支給額（千円） 1,913,664 1,998,515 2,308,478 2,437,574 

慶弔給付金支給件数（件） 1,397 1,377 1,386 1,391 

慶弔給付金支給額（千円） 30,600 30,100 35,000 35,000 

（２）社会福祉事業振興資金貸付事業                  【施設福祉課】 

 民間社会福祉事業の振興を図るために実施していた施設整備にかかる新規貸付は、平成30年度をも

って終了しました。貸し付けた資金の償還管理を確実に行うとともに、償還に関する課題の整理とそ

の対応について検討します。

（３）民生委員・児童委員の活動支援   【地域福祉課】 

横浜市民生委員児童委員協議会の事務局として、地域の身近な相談役である民生委員・児童委員、

主任児童委員と社協が、より緊密な連携のもと地域福祉の推進が図れるよう、理事会や評議員会、各

種会議の場を通じた情報提供、令和３年度に作成したキャラクター「よこはまミンジー」を活用した

広報活動に加え、専用ホームページによる研修動画配信等ＩＣＴを積極的に活用し、民生委員・児童

委員、主任児童委員の活動支援に取り組みます。 

Ｒ２実績 Ｒ３実績 Ｒ４見込 Ｒ５見込 

貸付残件数 （件） 307 304 298 268 

貸付残金額（千円） 5,975,611 5,353,524 4,758,947 4,147,701 
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（４）出版プロジェクト事業        【企画課】（販売収入）８０千円［１７１千円］ 

本会が進めてきた地域支援の実践や各事業を通じて得た情報等をもとに、出版物の作成・販売を行

うことで本会の活動を周知し、地域福祉の向上に努めます。 

（５）障害者福祉に関する調査研究事業 
【支援センター】（市補助金）４７９千円［４７９千円] 

今後も増加傾向にある市内在住の特別支援学校等の卒業生（令和３年度762 名）の進路先確保に向

け、生徒の進路結果・希望・予測の調査により把握された課題を、福祉・教育・行政・医療等関係機

関で共有・解決していくため、「進路対策研究会」を開催します。 

また、医療的ケア等の専門的支援が必要な重度重複障害児者及び強度行動障害・発達障害等の自閉

症児・者が、地域で活動・生活していくため、家族・福祉・教育・行政・医療等の関係者が支援のあ

り方や対策を検討する懇談会を実施します。 

ア 「進路対策研究会」の開催

（ア）特別支援学校等卒業生の進路状況調査及び全体会議・作業班会議の開催

（イ）卒業生新規受入れ状況調査を横浜市と協働で実施

（ウ）福祉事業所版進路先データベースの作成

（エ）特別支援学校等と作業所型・活動ホーム・障害福祉サービス事業所等連絡会議の開催

（オ）基幹相談支援センターとの情報交換会の開催

（カ）重症心身障害児の進路状況に関わる特別部会の開催

（キ）障害福祉に関する研修会の開催

（ク）障害児者支援事業所等の見学会を実施

※「進路対策研究会」構成校・団体

横浜市在住の生徒が在籍する特別支援学校・養護学校、フリースクール、サポート校、

技能連携校等45校、神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会、横浜市健康福祉局で構成。 

イ 重度重複障害児者の進路と生活支援を考える懇談会（重心懇談会）の開催

ウ 自閉症児者の支援に関わる懇談会（自閉症懇談会）の開催

５－２ 地域福祉活動財源確保の取組強化《重点》《拡充》 
【総務部・地域活動部】（善意銀行等）２４，４９３千円［３４，７６５千円] 

地域福祉活動にかかる財源の確保に向けて、市民や企業・団体等に寄付の使途や成果を分かりやす

く伝え、寄付が支えあいの活動のひとつであることへの理解を促し、横浜での寄付がさらに広がるよ

う推進します。 

（１）地域福祉活動財源の確保                  【総務部・地域活動部】 

様々な機会を捉えて本会の活動を周知することで、取組等へ共感し賛同をいただき財政的な支援に

つながるよう寄付募集を行います。 

ア 本会事業と取組の発信

ホームページやヨコ寄付特設サイト・ＳＮＳ等により、具体的な事業や取組を分かりやすく

発信することで、寄付者や賛助会員の確保に努めます。 

イ 寄付する機会の拡充

より気軽にご寄付をいただけるよう、企業と連携した寄付付き商品をはじめ、本会へ寄付が 

できる仕組みを増やし、より多くの方へ寄付の機会を創出します。 

（２）寄付の相談・コーディネートの推進 【地域活動部】 
寄付に関する様々な相談を受け止め、寄付者の意向や想いに寄り添い、必要とされている方に支

援が届くようコーディネートを実施します。 

また、寄付を受けるだけでなく、本会が把握している地域・社会課題を伝えることで、寄付者に 

も取組に参画いただける仕組みづくりを進めます。 
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ア 福祉分野への遺贈寄付に関する専門相談＜新規＞

福祉分野への遺贈による寄付を検討している方に対し、専門家による相談窓口を開設します。

遺言書の作成等の法的な手続きに関する相談には、法律の専門家である弁護士および司法書士

が助言します。 

（３）その他財源の確保                          【総務部】 
地域福祉活動の財源となる基金を資産運用委員会における意見を基に確実な有価証券に換えて保管

するなど、引き続き安全な運用を行います。 

また、様々な機会を捉えて本会の活動を周知することで、本会活動へ賛同をいただき財政的な支援

につながるよう賛助会員の募集を行います。 

５－３ 災害に備えた職員の配置体制や事業継続計画の整備《重点》 
【総務課・市民活動支援課・施設福祉課・施設管理課】 

（１）災害対策の見直しと職員の意識の向上 
従来の大規模地震への対応に加え、近年多発している気象災害も含めた災害対応のため、災害・防

災関係の各種マニュアルの確認・更新を進めます。 

また、災害対応に関する各種訓練の実施や、必要な資機材の整備等をすすめ、その結果をマニュア

ルの更新や研修等に反映し、職員の意識及び災害時対応の向上を図ります。 

（２）他都市社協との連携強化 
 「神奈川県社会福祉協議会・市町村社会福祉協議会における災害時支援に関する協定」及び関東ブ

ロック都県・指定都市社協災害相互支援協定に基づき、平時及び発災時の業務連携を行います。特

に、ＩＣＴの活用による災害ボランティアセンター運営システム等の構築については、横浜市内に留

まらず、県内の社会福祉協議会と協力・情報共有を進める事で、災害時の協働体制の強化に取り組み

ます。 

（３）施設会員を対象とした情報収集と提供 
高齢福祉部会の災害対策プロジェクトにおいて、福祉避難所情報共有システムを使用した情報共有

訓練を引き続き年２回実施します。また、高齢福祉部会会員間の連携・協力・相互支援の仕組みづく

りや福祉避難所の開設に伴う課題の検討・マニュアル改定等を横浜市とともに行います。 

他の部会においても横浜市との連携を取りながら、災害時に対応できる体制づくりを進めていきま

す。 

５－４ 人事異動、人事考課、研修を含めた人材育成の推進《重点》 
【総務課】（市補助金・会費等）３，１０５千円［２，８８６千円] 

経営課題の大きな柱の一つとして、人材育成計画に基づき、計画的・体系的な育成を行い、職員の意

欲や能力向上とともに、より地域に信頼される組織を目指し人材育成に取り組みます。  

（１） 人事考課、人事異動及び研修の実施
「人材育成計画」に基づき、職務を通じた育成（ＯＪＴ）を中心に人事制度を効果的に連動させた取組を実

施し、育成体制の構築を目指します。 

社協職員に必要な職務能力を習得する機会と体系的な職員研修の充実を図ると共に、ＯＪＴの推進を始

めとし職場内だけではなく職場を超え、担当業務や職種間など職員同士のつながりを活かし人材育成を進め

ます。研修の実施にあたってはオンライン等を活用し受講しやすい環境を整えます。 

ア 人事考課・人事異動を連動させた取組

人事制度と人材育成を連動させ、個々の職員の中長期的な能力開発を促進します。 

（ア） 人事考課制度を活用した目標管理と能力開発

（イ） 計画的なジョブローテーションと配置に基づくバランスのとれた業務経験による職務能

力形成

（ウ） 人事考課面談、配置換え意向調書面談を通じたキャリア形成支援
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（３）横浜あゆみ荘の運営 
【支援センター】（市指定管理料・利用料収入等）２５５，０３３千円［２４１，６１４千円]  

障害者とその家族等が、安心して利用できる宿泊事業と、障害者の社会参加や余暇支援のための研

修及び自主企画事業等を実施します。 

全国の特別支援学校、関東エリアの特例子会社、障害者団体および市内個別支援級等へのあゆみ荘

の案内の送付や地元タウンニュースへの掲載などＰＲ活動を積極的に行います。また、利用実績のあ

る学校や団体に直接訪問を行うなどしてニーズを把握することで、客室稼働率の向上を図ります。 

令和４年度に引き続きオンライン予約サイト、ＰＲ動画を活用し、一般利用者を含めた利用促進に

つなげます。 

施設の老朽化に対し、横浜市とも調整し、必要な修繕を行います。 

Ｒ２実績※1 Ｒ３実績※1 Ｒ４見込※1 Ｒ５見込※2 

宿泊 
利用者数（人） 1,444 2,384 (1/21 時点)5,068 7,895 

稼働率 （％） 22.7 26.1 49.6 65.9 

休憩 
（日帰り）

利用者数（人） 594 778 840 2,035 

稼働率  (％) 9.2 8.7 7.7 13.1 

※1 Ｒ２～４は、新型コロナウイルス感染症の影響による利用者数の大幅な減。

※2 Ｒ元も厨房改修工事の影響があったためＲ５見込数値は、H30実績数値で算出。

ア 宿泊・研修事業

（ア） 障害者とその家族等が安心して、より満足度が高く宿泊・休憩（日帰り）の利用ができる

ように、横浜あゆみ荘運営委員会や利用者アンケート等のご意見・ご要望等を踏まえて運

営面の改善やサービス向上を図ります。

（イ） オンライン予約サイトと連携し、インターネットで宿泊と食事のセットで申し込みができ

るプランを設定するなど、幅広いニーズへの対応を検討します。

（ウ） 横浜あゆみ荘と他施設の利用を組み合わせたパッケージツアーを企画するとともに、障害

者支援センターやウィリング横浜等と連携した研修や障害者の自立を支援するための研

修を実施します。

（エ） 利用者の利便性を高めるため、クレジットカード・電子マネー決済によるキャッシュレス

化を推進します。

（オ） ウィズコロナのなかで、学校・障害者団体や個人の方に安心して利用いただけるように、

消毒、換気等、感染予防対策を実施します。

（カ） 業務の効率化に向けて宿泊システムの改修を検討します。

イ 障害児者余暇活動支援事業

障害児者の余暇活動を充実させるため、スポーツチームや各種インストラクター、障害児者

団体、区社協、地域ケアプラザ、地域住民等と連携し、実施します。 

ウ 啓発事業

地域住民等への障害理解の啓発を目的に、次の取組を実施します。 

（ア） 障害者週間等で障害児とその家族の写真展を開催するとともに、都筑区障害者団体等の地

域交流会の開催に協力します。

（イ） 障害児者団体等と一緒に地域の会合等に出向き、セイフティーネットプロジェクトの出前

講座を実施します。

エ レストランの運営

レストランの安定した運営を図るため、レストラン事業者と定期的に意見交換会を実施しま 

す。また、利用される方の意見を反映した新メニュー、より満足いただける季節メニューを開 

発するほか、レストランあゆみを地域の方に知っていただくＰＲ活動を展開します。 
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業運営及び役職員の適切かつ迅速な職務執行体制を確保します。 

（イ） 監査体制の確保 

経営組織管理体制及び財務規律を強化し、効率的かつ適切な業務執行を行うことを目的

に、会計監査人監査及び監事監査を実施します。 

イ リスク管理に関する体制 

法人の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重大なリスクや、業務執行上のリスクに対し、

各種規程の遵守や職場内研修等を通じて、適切なリスク管理体制の確保を目指します。 

また、オンラインを活用した会議や研修実施が行えるように、適切な情報管理体制の確保に

取り組みます。 

ウ コンプライアンスに関する管理体制 

職員一人ひとりが高い倫理観を持ち、「市民の願いや期待に応える」ことを意識して行動でき

るよう、コンプライアンス推進委員会等を通じ、部門を超えたコンプライアンス推進の取組検

討を行い、組織全体の推進体制を強化します。また、コンプライアンスを体系的に運用し、全

ての職員を対象に公益通報などの各種取組について繰り返し周知するなどにより、組織全体で

事務・事業の適正化、業務の質の向上に取り組みます。 

（ア） コンプライアンス推進体制の強化 

コンプライアンス研修推進者である部長級職員による階層別研修など体系的な研修を

継続的に実施することにより、個々の職員が主体的にコンプライアンスを推進する意識を

高めます。 

所属において日常的に業務改善に向けた話し合いやヒヤリハットの共有を行うことに

より、全ての土台となる風通しのよい職場（発言し合える職場）づくりを進めます。 

（イ） 苦情解決 

ご意見箱の設置や窓口満足度調査をはじめ、苦情解決等の取組を進め、市民及び利用者

が意見や要望を出しやすい環境づくりを行うとともに、苦情等をニーズとして受けとめ、

利用者の権利擁護、事業・サービスの質の向上に取り組みます。 

（ウ） 内部監査 

事務・事業の適正化や事件・事故の未然防止を目的に、各職場における自己点検と監査

チームによる業務監査、会計監査を実施します。 

（エ） ハラスメント防止 

セクシャルハラスメントやパワーハラスメントをはじめとする、社会情勢の変化で生じ

た新たな差別を含む様々なハラスメントについて、管理職・職員に対する注意喚起を行いま

す。 
あわせて相談しやすい環境となるよう現行の相談窓口制度の見直し等を進め、職員が生き

生きと働ける職場づくりを推進します。 
（オ） 衛生管理 

各職場において、職員がその能力を最大限に発揮できるよう、こころと身体の健康づく

りに向けた取組を推進します。 

 

（２）人材の確保・定着に向けた取組の推進                 【総務課】 
組織の基盤である人材確保から定着支援まで一体的に進める体制を強化します。人材確保において

は、より多くの人に本会に関心を持ってもらい多様な人材確保をするために、令和３年度から実施し

ているオンラインを活用した就職説明会、インターンシップについては１日就業体験とし実施し、新

たにインターンシップ導入について検討していきます。 

特に介護主事においては、学校訪問など関係機関への働きかけや介護主事に特化した就職説明会等

を実施しこれまで以上に採用活動を強化します。 

人材の定着において、新配属職員（新採用者・異動者）を職場全体で受け入れる環境づくりと手順

書等を活用し業務引継を徹底します。 

 

（３）ワーク・ライフ・バランスの推進                   【総務課】 
働き方改革への対応や新型コロナ感染症等への対応を機に、業務の見直しやＩＣＴの活用等によ 

る業務の効率化など提案し、業務の進め方や時間の使い方に対する意識改革を進め、超過勤務時間 
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令和５年度 収入支出予算概要
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